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報告第１５号 

　専決処分の報告について 

　（説　明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において

指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する

もの。 

 

和解及び損害賠償額の決定 

 専決処分

番    号
専決処分年月日 専決処分の内容

 

２３ 令和７年１０月３日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　８０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　２０パーセント 

　　　損害賠償額　市　　　５７，７４８円 

　　　　　　　　　相手方　１４，４３８円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　市道舗装穴による車両破損等事故 

　　　　発生日　令和７年１月３１日 

　　　　場　所　射水市青井谷地内

 

２４ 令和７年１０月３日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　８０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　２０パーセント 

　　　損害賠償額　市　　３９２，９５５円 

　　　　　　　　　相手方　９８，２３９円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市外在住１名 

３　事由 

　　　市道舗装穴による車両破損等事故 

　　　　発生日　令和７年１月３１日 

　　　　場　所　射水市青井谷地内


